
                       

 

      令 和 6 年 2 月 6 日  

                   水管理・国土保全局 砂防部 

 

 

 

 

 令和６年能登半島地震により河道閉塞（土砂ダム）が生じている 

町
まち

野川
の が わ

水系寺地
て ら じ

川
がわ

及び牛
うし

尾川
お が わ

について国土交通省による緊急的な砂防工事に着手 

 

 

石川県の町野
ま ち の

川
がわ

水系寺地
て ら じ

川
がわ

及び牛
うし

尾川
お が わ

では、令和６年能登半島地震による大規模な土砂崩壊に伴い

河道閉塞（土砂ダム）が形成され、これまで土砂災害専門家による調査や監視体制を構築し、現地の

状況把握に努めてまいりました。 

現況は安定した状態にありますが、今後の降雨等により二次災害が発生するおそれが高く、対策に

高度な技術力を要することなどから、石川県知事からの要請を踏まえ、砂防法第６条第１項に基づく

国直轄施工による緊急的な砂防工事に着手します。 

 

 

○実施箇所    二級河川町野川水系寺地川及び牛尾川（石川県輪島市町野
ま ち の

町
まち

地先） 

○工事の内容   仮排水路設置等の土砂災害対策 

○工事等開始の日 令和 6 年 2 月 6 日（火） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

（事業全般に関すること）     国土交通省水管理・国土保全局 砂防部保全課 
土砂・洪水氾濫対策官 熊澤 至朗（内線 36222） 
代表：03-5253-8111 直通：03-5253-8470 

（工事に関すること）       国土交通省 北陸地方整備局 河川部 
河川情報管理官    大熊 義史 
代表：025-280-8880 直通：025-370-6767 

同時記者発表：新潟県政記者クラブ、新県政記者クラブ 

新潟県内専門紙、富山県政記者クラブ、富山県内専門紙 

石川県政記者クラブ、石川県内専門紙、福島県政記者クラブ 

長野市政記者クラブ、長野県庁会見場、山形県政記者クラブ 



令和6年能登半島地震に伴い発生した土砂災害に対して、国が緊急的な砂防工事を実施します。
まちのがわ てらじがわ うしおがわ

●町野川水系寺地川及び牛尾川

位置図

令和6年能登半島地震に伴い発生した土砂災害に対して

国土交通省による緊急的な砂防工事を実施します
国土交通省砂防部
令和6年2月6日

【町野川水系寺地川及び牛尾川】

石川県輪島市町野町地先
・発生年月日：令和６年１月１日
・保全対象 ：人家、県道等
・主な対策 ：仮排水路、ブロック

堰堤設置等
※実施内容は現地の状況により変更する
場合があります
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【参考】 

 

 
 
 
砂防法 
 

第六条 （国土交通大臣の直轄工事） 

砂防設備ニシテ他ノ都道府県ノ利益ヲ保全スル為必要ナルトキ、其

ノ利害関係一ノ都道府県ニ止マラサルトキ、其ノ工事至難ナルトキ又ハ

其ノ工費至大ナルトキハ国土交通大臣ハ之ヲ管理シ、其ノ工事ヲ施行

シ又ハ其ノ維持ヲ為スコトヲ得 

② 前項ノ場合ニ於テハ国土交通大臣ハ其ノ砂防設備ニ因リ特ニ利

益ヲ受クル公共団体ノ行政庁ニ対シ其ノ工事ノ施行又ハ其ノ維持

ヲナスコトヲ指示スルコトヲ得 

③ 本条ノ場合ニ於テハ国土交通大臣ハ此ノ法律ニ依リ都道府県知

事ノ有スル職権ヲ直接施行スルコトヲ得 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

砂防法 国直轄施工の根拠法 


